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桑名市地域包括ケア計画
‐第6期介護保険事業計画･第7期老人福祉計画 - (平成27 ~ 2 9年度×案)

~ ｢全員参加増u で｢20 2 5年問題｣を乗り超えるための｢地域支え合い体制づくり｣ ~

概 要

本物力こそ桑名力

桑名市保健福祉部介護･高齢福祉課

1. 桑名市地域包括ケア計画の策定方針

2 . 桑名市地域包括ケア計画の基本理念

3 . 桑名市地域包括ケア計画の重点事項

4 . 地域支援事業の充実

5 . 市町村特別給付及び保健福祉事業

6 . 保険料



② r桑名市地域包括ケアシステム推進協議会J事務局の横断的組織構成 、

･市保蛙福祉部のほか.各地域包括支援センター、社会福祉臨鞍会を加え、｢縦割り行政｣の排除

③ 情報公開の徹底
･市ホームベージーゴ地域包括ケアシステム｣に関するコーナ『を設置ゞ協議会資料、議事録の公瞬

　 　 　 　 　 　

④ 地域住民の意見反映
･平成2 6年 T 2月協議会で参考人意見聴取、平成2 6 年T 2月 2 4日からパブUツクコメント
･平成2 5年9月以降、地域に出向き様々な地域住民との意見交換やらふれあいドーク｣の実施‐

⑤ 他の市町村及び三重県との連携
.他の市町村の取り組み調査、勉強会の実施。三重県と意見交換。

l 、 2 0 2 5年を見据えた介護保険事業計画の策定 -
0 第 G期鍵増勢準の計画は、 2025年に向け, 第 5期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を縣離し
つつ. 在宅医寮介護蓮鸚等の取組を本権化してい〈もの。

0 2 0 2 5 年までの中長期的なサービス ･給付 ･保険料の水窪も推計して記載することとし、 中長期的な
視野に立った施策の展開を図る.
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指すため、
その理念、方向性を提示する。

　 　
　 　

　

　
　

　　 　　　
　

　 　　
｢ ｢セルフマネジメント｣を支援するサービスの提供
そ のための方向性は、 - 1

　　 　 　
2 介護予防に資するサ÷ビスの提供
3 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供 -

　　

‐⑦ 身近な地域での多様な資源の｢見える化｣･創出lぎ
計画の重点事項は l② 施設機能の地域展開

③ 多職種協働によるケアマネジメンドの充実 -

-
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介ゞ護予防に資する き在宅生活の限界点を訛

、ナサービスの提供 高めるサービスの提供
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3 名 地 包括勿 Z 計画の黒島 ,.項①、- - -' … … - - - ,

身近な地域での多様な資源の｢見える化｣･創出
　

　
　

　 　

　
　

介護予防に資するサービスの提供の実現には、リスクを抱える高齢者に対し、
、医療･介護の専門職が、それぞれの専門性を発揮して

｢生活機能の向上｣を実現するため専門的なサービスを短期集中で
提供する環境を整備

集中するため、日常生活支援を 地域活動にデビューするため、

専門職が専門的なサービス提供に = 高齢者が｢生活機能の向上｣によ り l　 　　　　 　　　 　　　 　　　　　　 　 　 　

= I
地域住民が主体で展開する 地域住民が主体の｢通いの場｣の
｢サポーター｣の ｢見える化｣･創出 -- ｢見える化｣･創出

具体的にはN平成2 7年度からん
①新しい｢介護予防日 常生活支援総合事業｣
②｢生活支援体制整備事業｣
-を実施 ‐
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施設ササビスと同様な磯

~具体的には、
① ｢定期巡回･随時対応型訪問介護看護｣
② 明･規模多機能型居宅介護｣及び｢介護予防小規模多機能型居宅介護｣
③ ｢複合型サービス]--
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3 名市地域包括ケア計画の重点事 3
-

多職種協働によるケアマネジメントの充実

介護予防に賞するサービスの提供及び
在宅生活の限界点を高めるサービスの提供を実現するためには、
個々の事例について、多職種協働によるケアマネジメントを実践することが重要。

　
　　

　
　 　 　 　 　 　

　 　　 　
　

　
　 　 　

そ のためゞ
-
-

① 平成26年度介護保険制度改正で法制化される｢地域ケア会議｣を充実
② 在宅復帰を支援する退院調整の充実 ゞ

そ のためゞ
-
-

① 平成26年度介護保険制度改正で法制化される｢地域ケア会議｣を充実
② 在宅復帰を支援する退院調整の充実 ゞ
⑧ 認知症について瀞事後的な対応｣から｢事前的な対応｣への転換 -

-が 必 要“-
---

具体的には、
ナ① 拝趨域支援調整会議｣及び｢地域生活応援会議｣の開催
‐② ｢在宅医療･介護連携推進事業｣
③ ｢認知症総合支援事業｣
を実施 ふ せ

L だ き パニ 様
々 ふ ん地増ケア会纜の推進 な ＼ 一

二 山言う
o r地域ケア会議｣(地域包括支援センター及び市町村レベルの会議)については、地域包括ケアシステムの実現の
ための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。

0 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、蚫國逐の絶ツト
ワーク槌壁につなげるなど、実効性あるものとして定着･普及させる。

0 このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会罐について、介護保険法で制度的に位置づける。

･地駄包括式医センタ ｣ の箇所教 生o第ゥ訪 (センター･ブランチ･サブセンター倉 計 約 72ヶ所×平戒24年4月 球説を)
.艫履ケア会匿は全国の保険者で納 錨N G 迄健保険省)で実施 (平戒24年6月 に調査宴腕 )

0 地域包糟支援センター水間催
0個別ケース (困難事例笠) の支拐内容を通じた
①地蟹支援ネットワ『クの彌築 ‐
⑪高齢者の自立支援に賞するケア" ネジメント支輯
③地域課題の把櫨
などを行うh
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平成2 7年度より ‐平成2 7 年4 月より、‐
介護予防給付の一部のサテビスポ地域支膿事業
へ移行することに伴い･新しい｢介護予防･日常
生活支援総合事業｣を地域支援事業の- 類型と
して開始する盃

-

具体的には、 “
介護予防･生活支援サービス事案のうち、‐① 訪問型サービス
② 適所型サービス

‐③ 介護予防ケアマネジメント
及び一般介護予防事業 を開始。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐< 現行 > . ----"介誼保険制度 中…‐……………‐< 見直し後 > ………… … …………、

3 9 5 %



現行の訪問{地臟轆※鵺潟
介擾相当 、

{従来の婆支援者)

‐蔓支援設定を受け
た者(要支援者)

･基 本 チ むソクリスト

該当者{介護予防･
生活支援サービス
対象峯栄者)

イでゞどこ'たら¥かんても
とボンゾラ
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ームと旨 、 □ に つ い

《認知症初期籍中皮甥チームの主な栄覇の流れ》 椎野 ･助言

(鰯囃蹴駿鯛萎麓珍讓象蹴り@襲 職寶“端
麗麓榊議湧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



法定の介護給付及び予防給付以外の市町村独自の給付

･“むき対 '姜介蕁 から 支 へ 行した の問
- 要支援2 11と認定された退院の高齢者

④ 短期集中予防サービス … ･

｢日常生活圏域ニーズ調査『いきいき･〈わな』｣を実施し.
その結果について、生活機能の判定内容とする｢個人結果アドバイス表｣を送付する。
対象者茎①一般高齢者

＼--‐②要介護2 ･1又は要支援2 月-と認定された高齢者 -

での 込み ‐

入口推計による高齢者数の増加と‐
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①認定率、②サービス種類ごとの利用率･利用者数などの推移をもとに
自然体で算出

施策反映での見込み 第 以 券->% “
り

　

　
　 　

　　 　 　 　
　
　 　　 　 　 　

本計画期間中の保険料基準額の算定に当たっては、以下の施策を反映する。
-

⑨ #介護予防に資するサービスの提供が実現されるよう、身近な地域での多様な資源の
｢見える化｣填り出に取り組むため、平成27年度よりゞ
新しいr介護予防･日常生活支援総合事業｣を実施すること。

“② 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供が実現されるよう、‐ 施設サ- -ビスと同様な機能を地域に展開する在宅サービスの普及を促進するため.
今後とも、従来の在宅サービスと異なる内容の新しい在宅サ-ピスの提供体制の
重点的な整備を推進することp

　 　　 　 　 　 　 　 　

実現されるよう、
′今後とも、r地
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